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基
本
選
挙
人
名
簿
の
っ
く
り
替
え

名
簿
登
録
資
格
調
査
書
を

必
ず
出
し
て
く
だ
さ
い

7月lOa現在で

と
お
り
、
関
係
各
省
と
話
合
っ

自
動
式
に
切
替
わ
る
の
は
三
国
庫
補
助
を
申
請
中
で
す
が
、
川

…

耐

配

制

壬

炎

て

、

六

月

一
干
七
日
帰
大
し
ま

十
五
年
十
二
月
ご
ろ
に
な
り
ま

七
月
中
旬
ご
ろ
に
決
ま
る
見
通
…

川

l
j、
九
い
i
i
}

し

た

の

で

そ

の

内

容

を

、

お

知

す

。

し

が

つ
き
ま
し
た
。

内

ら

せ

い

た

レ

ま

す

・

そ

う

な

る

と

、
竹
松
ま
で
が

そ

の

他

に

基
地
交
付
金

山

一
大
村
市
畏
は
六
月
十
三
日

上

④

電
話
局
の
建
設
は
、

市
内
線
に
な
り
、
松
原
と
章
一
瀬
(
海
、

陸
両
自
衛
隊
そ
持
っ
て
川

一
京
レ
、
全
国
耕
一地

市

町

村

協

議

い

る

市

町

村

)

は

、

一ニ
十
三
年
川

…
会
、
市
長
会
評
議
虫
な
ら
び
に

度
と
同
様
、

配
分
が
あ
る
と
思
川

…
同
総
会
、
競
艇
施
行
者
協
議
会

初

年

に

は

電

話

が

自

動

化

わ

れ

ま
す
が
、
米
国
の
施
設
と
…

川
理
事
会
、
治
水
砂
防
協
会
総
会

・

‘

同
様
に
配
分
の
基
準
を
拡
大
じ
…

…

日

開

設

計

一

国

補

で

巾

病

、

学

校

の

施

設

も

5
7つ

に
話
合

っ
て
き
…

川
市
の
懸
案
事
項
と
な
っ
て
い
ま

本
年
度
の
第
二
期
分

と
し
て

九
の
二
区
も
即
時
通
話
こ
な
る
の

ま

た

ニ

カ

年

計

画

で
や
川

t

る
、
し
尿
処
理
場
に
対
す
る
国
川

…
す
生
徒
の
増
加
か
ら
く
る
新
校
州
管
内
で
は
大
村
市
と
伊
万
里
で
大
変
便
利
に
な
り
ま
す
。
庫
補
助
ゃ、

市
立
病
院
の
ポ
イ

附

…
舎
の
増
築
、

ま
た
全
m
域
昭
一一同
市
が
決
ま
っ
た
わ
け
で
、
も

う

④

市

内

小

中

学

校

の

教

ラ

1
設
置
分
も
七
月
中
旬
ご
ろ
町

一
の

プ
本
化
の
た
め
の
情
話

慰

霊

準

備

に

か

か
っ
て
い
る
わ

室
増
築
は
、
大
村
事
実
に
は
決
ま
る
量
し
が
つ
き
ま
…

一
建
設
な
ど
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
け
で
す。

教
室
、
申
央
小
学
校
八
教
室
の
し
た
。

(
庶
務
課
)
川

り大村市政だよ

選挙の投票に一l

1=ー紹対必要な'

選
挙
人
名

簿
は
、
公
正

な
選
挙
が
行

わ
れ
る
た
め

選
挙
人
を
あ

ら
か
じ
め
登

録
す
る
大
切

な
簿
冊
で
毎

年
資
格
者
を
調
査
の
上
、
九
月
十

五
日
現
在
で
作
り
か
え
ら
れ
る
と

と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
陀
め
、
選
挙
管
理
委
員
会

で
は
、
と
と
し
の
基
本
選
挙
人
名

簿
を
調
製
す
あ
た
め
、
あ
ら
か
じ

め
つ
ぎ
の
要
領
で
名
簿
登
録
資
格
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者
の
調
査
を
行
う
と
と
に
な
り
ま

し
た
。

特
に
乙
と
し
調
製
す
る
名
簿
は

来
年
末
に
行
わ
れ
る
予
定
の
、
市

長
選
挙
に
も
使
用
さ
れ
る
と
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
資
格
者

は
一
人
の
登
録
も
れ
も
な
い
よ
う

に
市
民
の
皆
様
の
ど
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

入
し
て
く
だ
さ
い
。
)

調

査

書

に

記
入
す
る
人

昭
和
十
四
年
.十

二

月

二

十
一
日
ま
で
に
生
れ
た
日

本
国
民
で

今
年
の
六
月
十
五

日
ま

で
に
大
村
市
に
庄
所
を
定
め

た
人
、
た
だ
し
、
禁
治
産
者
や
犯

罪
に
よ
る
欠
格
者
は
除
か
れ
ま

す
が
、
と
の
欠
格
事
項
は
調
査

書
裏
面
に
く
わ
し
く
掲
載
し
て

あ
り
ま
す
。

…
調
査
の
要
領

調

査

現

在

日

七

月

十

日

(こ
の
日
ま
で
に
大
村
市

に
居
住
し
て
い
る
人
で
、
年
令

資
格
が
あ
る
人
は
調
査
曹
に
記

全
国
的
一
渡
辺
社
教
課
長
、
吉
田
福
祉
事
務
一
合
わ
れ
ま
し
た
。

一

応

募

者

の
住
所
、
氏
名
、
職
業

こ
さ
7
ま
一
所
長
、
大
村
連
合
婦
人
会
長

各
一
と
の
た
め
o
背
少
年
問
題
協
議
一
室
甘
の
ほ
か
同
じ
釜
山
で
く
ら

E
V
E
-
-
一
支
部
長
ら
約
百
五
十
名
が
hv

愛
の
一
会
の
設
置
。
を
促
進
す
る
こ
と
に
一
す
家
族
の

一
覧

(
年
令
、
職
業

れ

て

い

る

一

一

一

一鎚
h
q

の
試
写
を
観
賞
し
ま
し
た
。
一
な
り
、

と
の
会
が
で
き
る
ま
で
、
一
就
学
状
況
な
ど
)
を
付
記
(
と

。
愛
の
鎚
一

ひ
き
つ
つ
い
て
渡
辺
社
教
課
長
プ
応
、
大
村
市
が
と
の
事
一業
に
つ一

れ
は
本
文
の
字
数
に
は
か
ぞ
え

運
動
。
は
一
の
司
会
で
今
後
の
育
少
年
間
壊
と

い
て
お
世
話
9
る
と
と
に
な
り
ま
一

な
い
)
し
て
翻
じ
て
く
だ
さ
い
・

毎
日
新
聞
一対
策
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
が

一
し
た
。

一
ハ
第
二
部
の
応
募
原
稿
に
は
、
一
一

社
会
事
業
一

そ
の
な
か
で
特
に
、
一ノ
瀬
教
育一

ま
た
、
第

一
同
事
業
と
し
て
、
一
カ
月
分
の
収
支
の
わ
か
る
表
、一

団
の
提
唱
一
長
か
ら
。
給
食
費
も
払
え
な
い
家一
七
月
二
十
九
日
か
ら

一
週
間
、
東一

第
三
部
は

一カ
月
以
上
の
予
算一

で
七
月
七
一
庭
の
子
供
が
弁
当
も
持
た
な
い
で

一
宝
映
画
。
愛
の
鎚
o
を
中
央
舘
で

一

と
実
績
の
わ
か
る
衰
を
添
付
し
一

日
午
後
二
通
学
し
て
い
る

o
ま
た
山
下
署
長
一
上
映
す
る
乙
と
に
な
り
、
前
売
券
一
て
く
だ
さ

い

。

一

一
か
ら
。
問
題
児
約
百
五
十
名
が
市
一
(
九
十
円
)
を
発
売
、
そ
の
ろ
ち

一ム
本
文
の
字
数
は
千
五
百
字
程
度一

時
か
ら

大

一

一

一

一

一
内
に
お
り
、
種
々
の
面
で
注
意
を
一
か
ら
十
円
を
h
q

愛
の
鈍
募
金
。
の
一
ム
原
稿
は

一
切
返
え
し
ま
せ
ん
。

一

村
市
中
央

一

一

一

一

一
要
す
る
。
な
ど
の
発
言
が
あ
り
、
一
名
?
集
め
、
善
導
担
に
使
わ
れ
る

一A
入
賞
作
品
発
衰
の
場
合
は
希
望
一

舘
で
大
村一

ー

一

一

一

一
と
れ
ら
の
家
庭
的
に
恵
ま
れ
な
い
一
と
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
に
よ
り
匿
名
と
し
ま
す
。

一

投
票
所
入
場
券
は
選
挙
一投

票

日

夏

、

山

す

す

り

の

た

め

に

各

種

団

体

と

も

双

一

一

般

車

の

皆

さ

ん

の

協

力

を

一食

器

部

と
も
特
選
一
編
二
万
一

七
月
二
十
日
ま
で

提
出
一
前
に
有
横
者
に
配
布
し
ま
す
が
、
一

下
嘗
察
署
長
、
一
ノ
瀬
教
育
長
、
一
手
を
あ
げ
て
協
力
す
る
と
と
が
話
一
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
(
福
祉
)

一

円
、
秀
作
一
編
一
万
円
、
佳
作
一

の
と
き
は
町
総
代
を
経
由
し
て

一従
来
の
選
挙
の
際
「
わ
た
し
の
と
一

!
|
i
j
i
-
-
i
!
i
!
i
1
4
i
!
j
一

一一
十
編
五
千
円

一

く
だ
さ
い
。

一

と
ろ
に
は
入
場
券
が
飛
な
い
」
と
一

一
る
間
目
、
農
漁
家
、
商
家
な
ど

一

応
募
者
に
は
全
員
昭
和
三
十
三

提

出

先

一い
う
申
出
や
連
絡
が
あ
り
ま
す
。
一

一
わ

が

家

の

家

計

簿

一
を

募

集

一

で
は
家
計
と
家
業
資
金
と
の
区

一

年
版
「
あ
か
る
い
生
活
の
家
計

大
村
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

一

選
管
で
は
早
速
乙
れ
ら
の
人
が
一

一j
i
l
l
a
-
-
a
i
l
i
--
j

:
;

olio:
一

一

分
や
現
物
換
算
の
方
法
、
グ
ル
一
縛
」
を
差
し
上
げ
ま
す
。

局

(
市
役
所
正
門
前
)
ま
た
は

一基
本

議

長

録

さ
れ
て
あ
る
か
一

個

人

や

グ

ル

ー

プ

で

ど

う

ぞ

一

1
プ
で
研
究
し
て
い
る
人
は
そ
一
ム
く
わ
し
い
と
と
は
市
民
課
へ
お

関
係
露
所
へ
提
出
し
て
く
だ
一ど
っ
か
調
べ
ま
す
t
殆

ん

ど

の

人

一

一

の

内

容

な
ど
を
自
由
に
書
い
て
一
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。
(
市
民
課
〕

一

ヵ

一

N
H
K
、
貯
蓄
増
強
中
央
委
員
一
で
く
だ
さ
い
。

一

一

さ
い
。

一が
登
録
も
れ
に
な
っ
て
い
ま
す

.7、

2
5
i二
部

「

私

袋

詰

一

子

主

十

日

ま

で

N
H
K
一計

量

引

引

商
産
業

一

前
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
基
~
募
集
し
て
い
ま
す
。

一

・
た
と
え
ば
、
家
計
釦
を
つ

t
一

一

は

基

本

名

古

ア

一
本
選
挙
人
名
簿
は、

毎
年
つ
く
り
す

語

家

計

の
記
録
を
し
た

一
て
く
色
に
役
立
っ
た
と
思
わ

一

長
崎
放
送
局
、
ま
た
は
長
崎
県

一り

た

い

人

ヘ

四

一

封

;

…

一替
え
る
と
と
に
な
っ
て
い
ま
す
か
一

い
け
れ
ど
」

た
と
え
ば
、

ぁ
一
れ
る
と
と
、

記
録
レ
は
じ
め
て
一

貯
蓄
推
進
委
員
会
長
崎
市
炉
一
義
こ

従
事
す
る
官
公
庁
の
賓

の

法

悦

資

引
一
ら
、
忘
れ
ず
に
調
査
警
出
し
て
一
な
た
の
話
会
方
法
、
く
ら
し
一
か
ら
困
つ
を

と

な
ど
を
自
由

一

間

一
三
日
本
銀
行
長
崎
喜

一な
ら
び
に
皇

士
に
な
り
た
い
人

一く
だ

さ

い

。

一

の

記
録
よ
困
っ
て
い
る
こ
と
、
一
に
書
い
て

く

だ

さ

い

。

一

内

)

へ

一

そ
の
他

一
般
会
社
の
計
量
一
の
業
務

と

の

調

査

は

、

と

と

し

の

基

本

一

す

。

一

(

選

挙

管

理

委

員

会

)

一

あ

る

い

は

記

録

を

つ

づ

け
ら
れ
一
第
三
部
「
わ
が
家
の
予
算
生
活
」
一
ム
原
稿
に
は
希
望
す
る
部
ま
た
は

一に
従
事
し
た
い
人
た
ち
の
た
め
に

名
簿
剥
製
の
基
礎
資
料
と
な
り
ま

一長
く
大
村
市
に
居
住
し
て

一

一

な
い
わ
け
な
ど
を
自
由
に
脅
い
一

:
た
と
え
ば
特
に
工
夫
し
て
い
一
題
名
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、

一第
十
五
嬰
引
量
講
習
生
の
入
所
獄

-

1
・E
ge--宝
z
i
--
Z
E

一
験
を
つ
ぎ
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

白
日
竹
本
の
説
明
吟
いじ一

7
2
2
軒町一
7
5
5
幹詰)一
…

i

ふ
し諒一
ム日p
u
u
u
I
E

不

明

な

こ

と

は

こ

の

際

質

問

を

(

午

後
一

時
)

一

(
午
後
七
時
半)一

…
帳

を

昭

和
三
十
五

一

(福
岡
市
誕
院
期
端
七
)

松
原
公
民
館
一

ム
市
か
ら
の
出
席
者

保
険
衛
生
一

一
手

込

年
版
の
長
崎
一A
響

受

付

七

月
二

十

音
ま

(午
後
七
時
半
)
一

課
長
、
保
険
係
長
、
係
員

一
…
民

神

一

県

号

室

一

で
通
商
霊
省
計
量
教
習
所
へ

一
ム
所
要
時
間
は
約
二
時
間
程
度
で
一

一

品

一

7
月
M
日
(
金
)
鈴
田
市

学

校

一

す

。

(

保

険

衛

生
課
)
一

一
県

予

あ
っ

せ
ん
す
一

(東
京
都
新
宿
区
谷
河
田
町
八
)

(
午
後
一
時
)

一

一

f
i
l
i
a
-
-
'

る
乙
と
と
な

一ム
く
わ
し
い
乙
と
は
商
工
水
産
課

7
月
幻
日
(
月
)
宮
小
路
公
民
舘
一
1
11

11
1
1
11
1
1

一り
、
予
約
申
込
巻
受
付
げ
ま
す
。一

へ
お
た
す
ね
く
だ
さ
い
。

(
午
後

一
時

二

暑

中

見

舞

用

一
と
の
手
帳
は
県
内
の
名
種
資
料
を

一

(

商

工

水

産

課

)

h
v

竹
松
本
町
会
民
舘
一

~
豊
富
に
編
集
し
て
お
り
ま
す

1ζ :，yi.，':L't七、;す

。国民健康保険の被保険者の資格の取

得およ び漫失、異動などの場合、世

帯主は必ず十日以内に、その冒の届

出をしなければなりませんが、との

届 出を怠った場合には二千円以下の

過料を科されるととがあります。

調
査
の
方
法

各
世
帯
に
町
務
連
絡
委
員
(
町

総
代
)
を
経
由
し
て
、

基
本
選

挙
人
名
簿
登
録
資
格
調
査
書
を

配
布
し
ま
す
。

な
お
、
調
査
書
が
手
も
と
に
届

か
な
い
世
帯
が
あ
れ
ば
、

選
挙

管
理
委
員
会
事
務
局
ま
た
は
出

積
所
へ
申
出
て
く
だ
さ
い
。

調

査

書

作

成

。国民健康保険の被保険者がお産をし

たときは助産費として千円、死亡し

たときは葬祭 費として千円が支給さ

れます。 とれらの場合には速かに申

請書を出してください.

(保険衛生課〉

い
る
人
や
住
民
登
録
を
し

て

い

る

人

も
必
ず
調
査
書
を
一

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一

調
査
書
を
提
出
し
な
い
と
き
は、

一

名
簿
に
登
録
も
れ
と
な
る
場
合
が
一

あ
り
ま
す
。

一

ま
た
、
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
お
ら
一

な
い
人
は
、
た
と
え
選
挙
権
が
あ

一

つ
で
も
投
票
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

と
の
点
特
に
ど
注
意
く
だ
さ
い
。

jなこ j

;℃会j
i 3Z j 
( (こが:

調
査
書
の
提
出
期
限

20日からと
と
し
か
ら
新
し
い
国
民
健
康
一
め
て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

保
険
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
の
で
一

給
付
の
内
容
が
変
更
に

な

り

、

保

一

説

明

会

日

程

険
料
が
保
険
税
に
変
り、

一
般
的
一
7
月
初
日
(
月
)
今
村
公
民
館

に
引
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
一
(
午
前
九
時
)

そ
の
内
容
の
説
明
会
を
つ
ぎ
の
日

一

。

日

泊

公
民
舘

程
で
行
い
ま
ず
か
ら、

も
よ
り
の

一

(

午

後

一

時

)

会
場
で
聞
い
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
一

7
月
幻
日
(
火
)
黒
木
小
学
校

願
い
し
ま

す

。

一

(

午

前

九

時

)

な
お
、
わ
か
ら
な
い
と
乙
ろ
な
一

。

萱
瀬
公
民
舘

ど
は
、
と
の
際
ど
出
向
き
の
う
え

一

(

午

後
一
時
)

ど
し
ど
し
お
た
ず
ね
く
だ
さ

い

。

一

。

坂
口
西
教
寺

日
程
、
場
所
等
の
関
係
で
遠
い
人

一

(

午

後

七
時
半
)

も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

っ
と
」
7
月

m日
(
水
)
福
重
小
学
校

かわいそうな子らのために

一 愛の鐙運動ミで菩導一一

。
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そ
と
で
、

保
険
税

課

税

総

額

の

一

得

票

ら

基

礎

控

蹄

分

…

五
O
%

(干
二
百
九
十
九
万
九

一

除

額

の

九

万

円

を

明

月

一

初

年

中

の

所

得

を

室

乙

日

一

一

告

別

院

裂

す

い

た

金

額

で

ま

問

叩

糊

附

糊

f
d日
時

ー

(

一

ニ

億

四

千

九

百

七

十
三
万
四

一

法

事

γ

激
的

抑

者
的

問

4
一
分
の
汚
物
〈
ど
み
)
搬

本
年
度
か
ら
、
保
険
料
を
保
険
一
合
額
の
千
分
の
一
一
一
十
七
百
円
昭
和
三
十
一
二
年
の
柿
保
三
れ
で
、
そ
の
世
方
都
計
一∞

険

A

等
岳
山
市
出
手
数
料
老
ま
だ
納
め
て
い
な
い

税
に
改
め
四
月
緊
急
ハ
月
間
三
一
一
、
被
保
険
者
均
等
割

険
者
分
の
所
得
額
の
み
)
で
除
一
帯
の
所
得
額
が
九
出
き
可
鴨
川
特
平
人
に
七
月
十
八
日
付
で
督
促
状
を

で
は
、
前
年
度
高
じ
月
割
額
三
一
人
に
つ
き
年
額
三
百
円
せ
ば
所
得
割
の
税
率
は
千
分
の
す
円
以
下
の
場
合

憲

ム

∞

÷

叩

ム

丹

出

し

ま

す

。

督

促

状

を

出

す

と

一

暫
定
賦
課
し
て
い
ま
し
た
が
、
昭
一
一
一
一
、
世
帯
別
平
等
割
一
ニ
十
七
と
な
り
ま
す
。
一
は
均
等
製
と
平
準
勺
州
勺

d
A
j
m

通
に
つ
き
二
十
円
の
督
促
手
数
料

利
ゴ干一一一
年
中
の
所
得
に
よ
り
計
一
一
世
幣
に

つ

差

額

六

百

円

均

等

割

の

税

額

H
保

険

税

一

等

割

額

の

合

計

額

の

ゆ

州

市

仰

日

俳

奉

納

め

て

い

た

だ

か

な

げ

れ

ば

な

開
レ
た
整
理
七
月
期
分
か
ら
一
税
率
算
出
の
基
礎
課
税
総
額
(
二
千
豆
百
九

t一
(
被
保
険
者
の
世
等

汐

什

額
)

札

一
炉
わ

り
り
ま
せ
ん
。

賦
課
し
、
そ
の
徴
税
令
書
を
七

月

一

一

万

八

千

七

百

八

十

二

円

)

の

引

一

帯
員
数
で
異
な
り
税

加
河

日

聡

い

伽
河
九
い
も
し
何
か
の
都
合
で
納
め
て
い

十
五
H
ど

ろ

か

ら

町

総

代

を

通

じ

一

昭

和

三

十

四

年

度

国

民

健

康

保

一

一

県

川

叩

課

紙

P
課

吹

田

て
皆
様
の
お
手
も
と
へ
露
け
し
一険
税
、
税
率
の
算
出
基
砲
と
そ
の
一
五
%
を
本

露

呈

日

現

在
の
一
ま
す
)
と
な
り
ま

清

川

説

明

判

明

帆

一
な
い
人
は
早
め
に
市
議
ま
た
は

ま
ず
・

一
方
法
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。
一
被
保
険
者
数
(
三
万
六
百
六
十一
す。

事

umm丸
事

q
内

五

張
所
の
窓
口
で
納
め
て
く
だ
さ

と
の
賦
課
に
つ
い
て
誤
り
そ
の
一
所
得
割
の
翌
日
保
険
税
一
一
一
人
)
で
除
し
た
教
会
一
一
百
一
震
壁
課
)
(
一
一

(

=

(

=

一
ぃ
。
(
保
険
衛
生
課
)

一

一

円
)
が
一
人
当
り
の
均
等
割
額
一

他
が
あ
れ
ば
、

令
曹
を
受
取
っ
て
一

の
課

税

総

額

の

五

O

%

を

被

保

一

一

一

駐
日
刊
誌
向
山
崎
一時
前
刊
誌
諒
一
品
川
特
{
一
徐
行
で
事
故
は
防
げ
ま
す
一
時
刊
誌
は
せ

保
険
税
の
裏
方
法
に
つ
い
て

一

と

な

り

手

。

一

課

税

総

額

(

二
千
五
百
九

十

九

一

石

は

ね

運

転

に

注

意

し

よ

う

一

大

村

駅

前
1
長

幸

福

は
、
五
月
十
日
付
「
市
政
だ
よ
り
一

〔
保
険
税
の
課
税
総
額

一
万
八
千
七
百
八
十
二
円

)

の

二

一

大

村

駅

前

半

堂

川

橋

間

国
民
健
麗
保
険
特
集
号
」
に
よ
り
一

と
は

H
大
村
市
の
場
合
、
昭
一
五
%
を
本
年
四
主
易
在
の

一
最
近
市
内
の
道
路
で
自
動
車
ゃ
一
「
車
線
警

は
、
道
路
、

交
一
自
衛
隊
大
村
部
隊
正
門
事
通
る

大
略
ど
承
知

恵

い
ま
す
が
、
具
一
和
三
十
四
年
度
中
長

か

ら
医
一

襲

警

世

帯
数
(
六
千
五
百
で
バ
イ
ク
が
石
を
は
ね
飛
ば
し

一通
積
荷
の
状
況
に
応
じ
て
、
公
衆
一

道
路
で
す
。

体
的
に
説
明
し
ま
す
。

一

者
な
ど
へ
支
払
つ
金
額
(
三
エ
一
一
一十
四
世
帯
)
で
除
し
た
数
(
六
一
て
、
人
に
軍
管
与
え
た
り
、
一
(
人
、
人
家
、
き
物
な
ど
)
に
危
害
一
運
転
者
の
皆
様
は
、
お
互
い
に

二
百
四
十
九
万
八
千
四
百
七
十一

百
円
)
が
一
世
帯
山↓

U
の
卒
等
一ガ
ラ
ス
を
創
っ
た
り
す
る
事
故
が
一
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
な、

速
度
と
一

一

一

一

交

通

道

載

を

重

ん

じ
て
、
乙
の
よ

八
円
)
の
九

O
%
以
内

(法
律
一
割
額
(
年
額
)
と
な
り
ま
す
。

↑
ひ
ん
発
し
て
お
り
ま
す
。
一
方
法
で
操
縦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
一

一

一

一

一

う

な

場
所
の
運
行
こ
は
細
心
の
注

の
規
定
に
よ
る
)
と
な
っ
て
い
一

つ
ぎ
に
個
々
に
賦
課
し
た
例
を
お
一

市
内
に
は
路
面
が
悪
く
て
、

石
一
ぃ
。
」
と
定
め
て
あ
り
ま
す
。
一

一

一

一

一

意

を

払

い

、

良

心

に

従

っ

て

安

全

ま
す
の
で
、

本
市
の
場
合
八
O
一
知
ら
せ
し
ま
す
。

(別
衰
を
参
照
一
と
ろ
な
ど
が
飛
ぶ
よ
う
な
状
態
に
一
わ
ず
か
な
注
意
と、

あ
る
程
度
の
一

一

一

一

一

な

運

転

を

す

る

よ

う

に

し
て
く
だ

%
(
一
一
千
五
百
九
十
九
万
八
千
一
し
て
く
だ
さ
い
)

↑あ
る
道
路
が
、
沢
山
あ
り
ま
す
の
一

徐
行
に
よ
っ
て
、
と
の
よ
う
な
事
一

E
;

七
百
八
十
二
円
)
そ
課
税
総
額
一
な
お
、
表
に
課
税
総
所
得
金
額
一

で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
一
故
は
防
げ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
:
《
し

に
決
め
ま
し
た
。
〕

一

と

あ
る
の
は
被
保
険
者
世
帯
の
所
一
道
路
交
通
取
締
法
第
八
条
に
、
一
す
。

(二)

所得割額 (イ)=

均等割額(ロ)= 

平等剖額 (ハ)=

一
一
昨
保
険
税
額
き
ま
る

(第216号)りよ政 ，t.三市

保
険
の
税
率

保
険
税
の
税
率
は
、
つ
ぎ
り一
一一種

.
、
類
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。
(
所

」
ノ

得
額
、
世
帯
員
数
な
ど
で
異
な
り

ま
す
。
)

一
、
所
得
割

村

課
税
総
所
得

(毎月1臼.10日.20.日発行〉

(1) 課税総所得金積 〔総所得金制一基暁控除 (90，000円))100，000円

世帯貝 5人で 4，5， 6 ，月 fJf 月 4~O 円の仮決定l賦課の場合

37 
100，000 x 一一一

1，000 
300 x 5人

ハU
n

u

nu

n
u
n
U
内

υ

7

5

引

，
，
 

3

1

 

5，800 

1，260 

4，540 

540 

課 税 の 具 体 的 例

計 (ニ)=

既!liit課額
(4，5，5，月i(ホ)=

差引賦課椛l
(7月-3月)(へ)= (ニ)5，800ー(ホ)1，260= 

(へ)4，540+9=500_ 
7月期分保険税額= 十アマリ 40-

8月-3月期 υ 毎 月=

(イ)十(ロ)十 rハ)
年 税 相

3 × 420 

500 

所得刑期

均等書IJ額

平等書Ij額

ご
み
手
数
料
の

(
大
村
警
察
署
)

(へ)= (ェ)2，380ー(ホ)240=2，140 

300 

230 

ム宮

口
と
の
た
び
新
し
く
「
調

習

口
理
制
法
」
が
で
き
て
、

崎

一
と
れ
か
ら
は
調
理
そ
し
一

恥
口

て
飲
食
物
そ
供
与
す
る
一

理

ロ

人
は
、

法
部
上
の
免
許
一

調
ロ
を
受
け
て
は
じ
め
て
、一

「
調
理
師
」

と
い
う
名
称
を
使
う
一

乙
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
一

た
。
と
の
た
め
県
で
は
調
理
師
特
一

例
鱗
習
会
を
行
い
ま
す
。
一

心
受
鼎
資
格
⑦
都
道
府
県
知
事
一

の
免
許
を
も
っ
て
い
る
調
理
士
一

市
で
は
猫
の
手
も
併
り
た
い
ほ
一

ま
た
は
調
理
師
め
寄
宿
舎
、
一

ど
の
忙
し
い
農
繁
期
に
、

農
家
の
一
学
校
、
病
院
等
の
栴
設
で
飲
食

一

お
母
さ
ん
た
ち
が
、
安
心
し
て
仕
一

物
を
調
理
し
て
供
与
す
る
も
の

一

事
が
で
き
る
よ
う
に
、
地
区
の
帰
一
⑦
営
業
で
五
年
以
上
調
理
の
業
一

「

;
i
5
i
j
一

パ

ラ

チ

オ

ン

剤

を

使

用

一

一

警

は

暑

さ

に

は

よ

わ

い

も

の

で

「

it--uiuυ

一

一

そ

さ

い

(

友

播

人

参

)

(

一

農

事

メ

モ

…

一

す

る

場

合

一

一す
。
通
風
と
舎
内
の
湿
季
ぬ
く

d
i
-
-
3
t〈
3
1
j
i
、
一
①
六
月
二
十
九
日
前
に
田
植
え
を
一
本
県
の
夏
播
人
参
は
北
九
州
は
一
と
と
に
特
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

早

期

水

稲

議

期

は

例

τた
と
と
ろ
は
七
月
六
日
1
十
三
も
ち
ろ
ん
京
阪
神
で
も
歓
迎
さ
れ
玄
た
朝
夕
の
涼
し
い
時
は
木
蔭
に

年
よ
り
い
く
ら
か
早
い
見
込
で
す
一
日

一る
優
秀
品
が
生
産
さ
れ
ま
す
。
一
出
し
た
り
、
妊
娠
し
た
も
の
以
外

出
穂
(
四
、，f
五
割
稿
が
出
た
時
期
一
一
②
六
月
二
十
九
日
以
後
回
植
え
乏
し
た
が
っ
て
北
九
州
市
場
の
消
一
は
水
浴
を
さ
せ
る
の
も
良
い
方
法

後
三
十
ム
ニ
十
三
日
が
刈
取
り
乏
し
た
と
と
ろ
で
は
七
月
十
四
日
J
石

孝

三

量

も

有

望

で

す

。一
で
す
。

適
期
に
な
り
ま
す
。
刈
取
時
に
も
一
二
十
二
日

一

優

良

品

種

と

し
て
は
照
出
主
寸
の
一
防
虫
に
も
心
が
け
、
網
を
張
る
か

稲
が
ま
だ
青
い
の
で
、
適
期
を
失
一

パ

ラ
チ

オ

ン

剤

以

外

の

石

内
障
が
あ
り
ま
す
。
七
月
申
句
一

D
D
T
な
ど
の
殺
虫
剤
を
定
期

す
る
こ
と
が
多
い
の
で
出
議
を
一
請
を
使
用
す
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
下
ら
八
月
上
旬
に
か
け
て
摺
留
守
一
的
に
散
布
し
た
い
も
の
で
す
。

よ
く
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
一
れ
一
一

1
一二目
前
に
行
い
ま
す
。
一
れ
ま
す
が
発
芽
が

悪

か

っ

た

り

一

一

普

通

水

稲

発

生

予
言
一
パ
ラ
チ
オ
ン
剤
は
危
険
な
農
終
一
点
く

市
万
し
ま
す
の
で、

薄
く
一

飼

料

作

物

秋
蒔
飼
料
作
一

よ
る
本
年
の
二
安
手
の
第

二
で
す
か
ら
使
用
に
当
つ
て
は
十
分
習
し

牽
燥
す
あ
と
き
は
、
一
二
一物
の
種

主

手
配
す
る
時
期
で
す
一

化
期
発
蛾
最
盛
期
は
六
月
二
十
八
一
注
意
す
る
と
と
も
に
、
散
布
し
た
高
(
み
あ
さ
)
ぐ
ら
い
踏
圧
を
行
一
と
れ
ま
で
革
か
け
た
と
と
の
あ

二
十
九
日
で
す
。

つ
ぎ
の
方
法
に
一
水
田
に
は
忘

れ

ず

に

願

望

立

て

一

い

ま

す

。

一

あ

作

物

、

成
績
の
あ
が
「
た
作
物

よ
っ
て
一
斉
に
共
同
で
防
除
を
行

一て
く
だ
さ
い
。
な
央
散
布
前
に
一
宙
産
梅
雨
が
あ
が
っ
て
本
一
巻
手
配
し
ま
し
ょ
う
。
牧
一
量
は
、

い

ま

し

ょ

う

。

一

届

出

を

す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
-
格
的
な
暑
さ
が
や
っ
て
き
ま
す
。
一
経
験
が
保
証
し
て
く
れ
ま
す
。

，
近

年

畑

地

か

一

一

人
会
、
女
子
育
年
団
の
協
力
で
、

会
ん
が
い
に
よ
る
二
閉
米
へ
の
移
海
外
移
住
一
六
月
二
十
三
日
か
急
月
十
四
日

も
・
版
作
物
の
安
定
増
一
住
者
を
募
集
協
会
で
は
一
ま
で
七
謀
議
瀬
地
区
一
カ
所

有

問

政

策

が

確

立

さ

一

南

米

各

国
…福
境
地
区
一
ニ
カ
所
、
総
原
地
区
三

時

U
別
れ
て
、
い
ち
じ
方
移
住
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
一
カ
所
)
に
季
節
託
児
所
場
開
設
レ

芳

明

る

し

い

効

果

を

有

類

は

器

青
年、

若
夫
婦
、
家

一て
、
一
一良
十
五
人
の
乳
幼
児
を

ド
い
あ
げ
て
い
ま
す
五
移
住
あ
る
い
は
呼
び
寄
せ
移
住
一預
か
っ
て
い
ま
す
が
、
七
月
九
日

-
北
が
が
、
当
市
で
は
一
な
多
く
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
一
吉
田
福
祉
事
璃
所
長
が
各
託
児
所

現
的
耕
地
荷
積
の
半
一
移
住
を
希
望
さ
れ
る
人
は
農
林
課
五
時
間
ず
れ
て
市
長
か
ら
の
慰
問
品

川

町

ば

以

上

を

占

め

一
ま
た
は
県
庁
内
畏
翼
賛
移
住
一

で
あ
る
お
や
つ
の
-嘉

子

と
お
も

旧
脚
る
畑
の
生
産
は
一
協
会
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
.
一
言

語

っ

て
子
ど
も
た
ち
憲

民

一
き
わ
め
て
低
い一

袋
詰
む
一

め
ま
し
た
む
平
ど
も
た
ち
は
思
わ

状
況
に
あ
り
ま
一

o

・s

・-
-
e

・e・-:
:
:
j
i
l--
:
;
・
一
ぬ
お
や
つ
に
犬
審
び
で
し
た
。

す
の
で
、
と
れ
の
生
産
力
向
上
と

一
ヒ

ノ

キ

幼

木

を

寄

贈

一

(

椙

祉

事
務
所
)

技
術
指
導
を
す
る
た
め
、
つ
ぎ
の
一

一
大
村
中
央
青
果
社
長
川
添
慶
喜

と
お
り
研
究
講
演
会
と
実
演
会
を
一

一
ぎ
ん
は
、
さ
る
六
月
三
十
日
、
大

開
催
し
ま
す
。
関
係
者
は
多
数
出
一

一
村
市
花
い
っ
ぱ
い
濯
勘
の
一
環
と

席
し
て
く
だ
さ
い
。

一

一
し
て
ヒ
ノ
キ
の
幼
木
な
ど
十
六
本

A
日
時
七
月
十
宜
日
午
前
九
時
一

一
を
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

一
ニ
十
分
J
午
後
四
時

一一

文
お
、
問
幼
木
は
フ
ラ
ワ
ー
ズ

ム
場
所

竹
松
農
業
協
同
組
合
澱
一

i

一
セ
ン
タ
ー
ほ
か
公
園
一
一昨
に
植
樹

粉
工
場
(
パ
ス
原
口
停
一一し

ま
し
た
。

留
所
か
ら
竹
松
部
隊
方

面
へ
徒
歩
で
三
分
)

ム
講
師
、
講
演
内
容

ω九
州
大
学
農
学
部
、

長
教
授

(畑
地
か
ん
が
い
の
必
要
性

耕
種
改
善
実
施
事
例
な
ど
)

例
メ
ー
カ
ー
専
門
技
術
者

(殺

計
概
要
説
明
会
、
実
潤
会
)

(
農
林
課
)

(3)世;H}主が国民健康保険の被保険者でなく、その世;;Ir-の中に国民健

康保険の被保険者がし、る場合 (世帯主の説税総所得金額200，0∞
円.家族数 5人の中に国民健康保険の被保険者 1人の場合)

37 
(イ)=200，oooxR而×τ=

(ロ)= 300 x 1人=

(ハ)= 

(2)課税総所得金額が世常主および世帯員の被保険者にある場合

(世l皆主50，000円畏男10，000円その他に世帯貝 3人.計 5人で

4，5，6，月毎月 420円の仮決定賦課の場合 )、
37 

世帯主分…・50，000x 一一一=
1.000 

所得剖額(イ 37

畏男分…10，000x 工面百=

均等割額〈ロ)= 300 x 5人 = 

平等割額 〈ハ)=

2，380 

3，060 

340 

340 

1，480 

300 

600 

370 

1，850 

240 

(へ)2，140+9=230 _ 
十アマリ 70一

月毎

7月期分保険税額二

8月.......3月期 11 = 

(商
工
水
産
額
)

季
節
保
育
児
に

お
菓
子
の
贈
物

水
河く

の
1し、

7】3r t:t 

「
い
よ
い
よ
水
泳
の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

お
と
う
さ
ん
、
お
か
あ
さ
ん
た
ち
は
つ
ぎ
の
こ
と
に
注
意
し
て
事
故
の
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
川
農
薬
の
流
れ
込
む
川
や
・
aR繋
が
散
布
さ
れ
た
と
き
な
ど
ま
た
身
体
の
調
子
が
悪
い
と
き
(
頭
痛
、
っ
か
れ
が
ひ
ど

斗
い
と
守、

は
ら
が
へ
っ
て
い
る
と
き
な
ど
)
は
泳
が
せ
な
い
。

ω行
き
先
は
両
親
に
か
な
ら
ず
告
げ
て
行
か
せ
る
。
(
こ
ど
も
一
人
は
絶
対
駄
目
、
か
な
ら
ず
泳
げ
る
お
と
な
と

一
緒
に
)
川
泳
ぐ
前
に
準
備
運
動
(
手
、
足
と
く
に
関
節
)
を
き
せ
る
の

川内
泳
ぐ

r

と
き
は、

ふ
ざ
け
た
り
、
お
ぽ
九
た
ま
ね
や
、
あ
ぶ
な
い
と
と
は
さ
せ
な
い
。
つ
づ
け
て
三
十
分
以
上
は
泳
が
せ
な
い

ω事
故
が
あ
っ
た
と
き
は
大
声
で
近
く
の
人
に
早
〈
知
ら
せ
る
。
制
泳
い
だ
あ
と
は
身
体
を
ま
水
で
洗
っ
て
よ
く
始
末
さ
せ
る
。
(
市
教
委
)

1，500 
600 

4，320 

1，260 

工

)、
ノ山

川
額

、，
ノロ

税

r'E

、
十)

年

J
l
 

，gE
、、，

ノい

)

)月

額
月

額
久

課
J

十

課
5.
賦
ト

=zロ
A
r
ty

'

s
ll
r
E
J

防
協
saτ

コロ今
t

既

(
差
(

計 ぐニ)=

既賦課額
(4，5，6，月)(ホ )=

差引賦課頼
(7月-3月)(へ)=(ニ)4，320ー〈ホ)1，260::1: 

7月期分保険税額=(へ) 3，060+ 9 

8月-3月 1/= 毎月

一一

(イ)十(叶十(ハ)
年税額

3 

3 

× 

× 

月O

420 

(ホ):::::

務
に
従
事
し
た
者

ム
期
日
七
月
二
十
二
日
か
ら
八

月
四
日
ま
で
(
土
、
日
暗
日
は

除
く
)
午
後

一
時
か
ら
五
時
ま

で
A国
F
所
三
城
町
向
陽
高
校

ム
申
込

七
月
二
十
一
日
ま
で
大

村
保
健
所
を
通
じ
て
県
知
事
ヘ

願
曹
を
出
し
て
く
だ
ぢ
い
。

な
お
、
受
締
希
望
者
悦
翻
頭
師

法
関
係
図
書

(
調
理
的
均
整
論

庫
:
百
円
、
調
理
師
読
本
・
:
二

百
二
十
阿
)
で
学
習
し
て
お
く

と
と
が
受
講
に
便
利
で
あ
る
の

で、

栄
整
士
会
長
崎
県
支
部

は
、
と

m図
書
房
あ
っ
せ
ん
し

て
い
ま
す
。
希
望
者
ば
保
健
所

に
申
出
て
く
だ
さ
い
。

く
わ
じ
い
と
と
は
大
村
保
健
所

へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

(大
村
保
健
所
)

の納税一一

市県民税者ァ 1期分

納期…7月15日"-'31日

お忘れなく 納めて〈 ださL、

(税務課)

、一一今月


